
 

令和８年５月１４日 

 

市政記者クラブ 様 

交通局 自動車部自動車運転課 

  （大橋 ９７２－３８７１） 

 

 

 

市バスの交通違反について 

 

 本日、市バス運転士が営業運行中に横断歩行者等妨害等により、道路交通法違反と

して交通反則告知書（青切符）を交付されました。 

 交通違反を起こしたことにつきまして、深くお詫び申し上げますとともに、今後こ

のようなことがないよう改めて指導を徹底してまいります。 

 

 １ 発 生 日 時    令和８年５月１４日（木） 午後３時１３分頃 

 

 ２ 場 所   名古屋市北区大杉三丁目５番１４号付近道路 

           （市道西杉杉栄町線 無信横断歩道） 

 

 ３ 所 属   楠営業所 運転士（三重交通株式会社に委託 ６６歳） 

  

 ４ 系 統   北巡回系統 

           黒川 午後２時００分発 右回り黒川行 

 

 ５ 状 況    市バスが上記日時・場所の無信横断歩道を西進する際、横

断しようとしていた歩行者を見落とし通過したところ、取り

締まり中の警察官から運行終了後に北警察署へ出頭するよ

う指示を受けました。 

その後、北警察署へ運行管理者と共に出頭し、午後５時０

０分に道路交通法違反（横断歩行者等妨害等）として交通反

則告知書（青切符）を交付されました。 

なお、このことによる運行への支障はありませんでした。 

 

 ６ 再発防止策    全運転士に対し、道路交通法を遵守するよう、運行管理者

による注意喚起や日々の点呼等で、改めて指導を徹底します。 

 

本日、午後９時００分まで

職員が待機しています。 


